
 

郵便局券は排出者が事前に郵便局でリサイクル料金を支払う家電リサイクル券で、記入例とリサイク

ル料金の払込方法について記載した「処理手順書（２枚）」、「払込取扱票（1 枚）」、複写用紙、家

電リサイクル券（５枚綴り）の全９枚構成になっています。 

 

●１・２枚目：処理手順書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便局券の表紙と２枚目(P１～４)は処理手順書になっています。「払込取扱票（３枚目）」の記

入例、リサイクル料金の払込方法などについて記載しています。 

 

●３枚目：払込取扱票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便局・ゆうちょ銀行でのリサイクル料金の払込書になります。（別途、振込手数料が必要  

です）  

 

郵便局券の全片紹介 

該当する 1台分のリサイクル料金（税込）を記入します。 製造業者等コード（３桁）を記入します。 

品目・料金区分コード（２桁）
を記入します。 

各欄で指定されている氏名などの項目を記入します。 



●４枚目：複写用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複写用紙になります。（記載の注意事項などをご確認ください） 

 

●５枚目：①指定引取場所控 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定引取場所の控となります。指定引取場所印（日付印）が押印された後、指定引取場所にて保存

されます。（控片は３年間の保存義務があります） 

 

●６枚目：②小売業者等控兼受領書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家電リサイクル券を発行した自治体・小売業者等の控となります。 

上の一覧に無いメーカーの場合、その他欄にメーカー名を記入します。 



●７枚目：③小売業者等回付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定引取場所での廃家電４品目の引渡しの際、指定引取場所印（日付印）が押印され、廃家電を持

ち込んだ自治体・小売業者等に回付されます。（回付片は３年間の保存義務があります） 

 

●８枚目：④排出者控 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出者の控となります。自治体・小売業者等への引渡しや、直接指定引取場所で廃家電４品目を引

き渡す際、排出者に交付されます。 

 

●９枚目：⑤現品貼付用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏がシール（粘着）面になっていますので、廃家電４品目の正しい位置に貼付してください。 

エアコンの室内機およびチューナー分離型テレビのチューナー部に本部分を貼付します。 



＜各品目への正しい貼付位置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エアコンおよびチューナー分離型のテレビの排出時には、室外機およびテレビのモニター部に

「現品貼付用」片を貼付し、室内機およびテレビのチューナー部には「エアコン室内機・分離型

TV チューナー等貼付用」部分を貼付します。 

 


